
（就業支援）
→ジョブカフェなどを通じたきめ細かなカウ
ンセリングの実施やマッチング機会の提供

→若年者や女性、中高年齢者、業界未経験
求職者といった多様な働き手の就業支援や
職場定着を促進

（就業環境の整備）

→子育て世代の働き方改革に関するフォーラム
を開催し、男性育休取得などを勧奨

→フレックスタイムやテレワークなど多様で
柔軟な働き方の普及・促進

→若手農業者のネットワーク強化などによる
女性が活躍できる環境づくり

→福祉・介護などの現場における働きやすい
環境の整備

Ⅲ．地域経済を支える人材の育成・確保

産業人材の育成・確保
・食や観光、一次産業など地域
経済のニーズに対応した人材
育成

・若年者や離転職者、在職労働
者など多様な働き手のスキル
アップやキャリア形成支援

・道外からの人材誘致、人手
不足分野への労働移動促進、
外国人材の受入環境づくり

課題や情勢変化 取組の方向性 主な取組

多様な働き手の就業支援と就業
環境の整備
・女性や高齢者、障がい者など
多様な働き手の就業支援

・多様で柔軟な働き方がしやす
い環境の整備

産業人材の育成・確保と多様な
方々の労働参加を進め、地域を支
える産業の活性化を図る

（北海道労働局）

「北海道雇用・人材対策基本計画令和４年度推進計画」（道）

★男性の育児休業取得率

H30 R元 R2

北海道 3.5% 4.5％ 5.9％

全国 6.2% 7.5% 12.7%

（ニーズに対応した人材の育成）
→(食)EC市場向け商品開発や販売、
プロモーション等に関する研修

→(観光)インバウンド対応スキルアップ研修
→(農業)地域のリーダーとしての経営感覚を
備えた農業者を育成するための研修

→(水産)漁業研修所における資源・経営管理
等に必要な知識や技術の取得に関する研修

→(林業)北森カレッジにおける林業・木材産業
の即戦力となる人材育成のための研修

（スキルアップやキャリア形成支援）
→多様な働き手を対象としたMONOテク
(高等技術専門学院)における職業訓練

（人材確保）
→東京圏からのＵＩＪターンによる新規就業
促進、介護や建設など人手不足業種への
異業種からの転職支援

→外国人材の雇用セミナー等の開催、水際対策
に係る宿泊費用の助成

資料６



「ジョブカフェ北海道等」によるカウンセリングやハイブリッド型合同企業説明会の開催

ジョブカフェ北海道等の専門相談員を増員し、離職を余儀なくされた方などを対象に、きめ細かなカウンセリングによる本人の能力や適性に応じた就

職への誘導をはじめ、セミナーや職場体験などにより企業とのミスマッチや早期離職を防止するとともに、各振興局に設置している「地域雇用ネット

ワーク会議」を活用し、地域の人手不足企業の掘り起こしを行いながら、対面形式とＷｅｂ形式を併せて行うハイブリッド型企業説明会を開催し、

離職者と人手不足企業等とのマッチング機会を提供します。

＜実績（令和3年度）＞

道南圏域

道央圏域

オホーツク圏域

釧路・根室圏域

十勝圏域

道北圏域
■ 対面形式とＷｅｂ形式を同時に実施

■ 人手不足産業のリアルな魅力発信

■ Ｗｅｂ参加の方も、企業担当者と
ＺＯＯＭによる質疑応答が可能

■ 出展企業に事前レクチャーを実施

全道６地域で
それぞれ複数回の開催

（令和４年度）

ハイブリッド型合同企業説明会

 ジョブカフェ北海道利用実績

→利用者:23,074人 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ数:11,531人 ｾﾐﾅｰ参加:8,367人

 ジョブサロン北海道利用実績

→利用者:7,545人 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ数:3,132人 ｾﾐﾅｰ参加:342人

 Ｗｅｂ企業説明会の開催

→６圏域で合計23回開催 参加企業数:257社 参加人数:1,163人



ジョブチャレ北海道（北海道異業種チャレンジ事業）による転職支援

コロナ禍による離職者が対象業種に属する事業を行う事業所に正社員等として就職した場合に、奨励金を支給することにより、コロナ禍による離職

者の就職を促進するとともに、対象業種における人材確保を支援します。

※「コロナ禍による離職者」とは、令和２年（2020年）２月２８日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇や収入の減少などによる自己都合のため、

離職した者をいいます。

ジョブチャレ北海道の事業概要

◆利用事業所数 835社
◆就職者数 1,388人

 転職先職種

 支給要件
北海道内の事業所に、令和４年４月１日から令和４年１１月３０日までに、下記の対象
業種に属する事業を行う事業所に正社員等として雇用され、雇用日から1ヶ月以内に予備審
査依頼を提出し、3ヶ月以上勤務した者。

 対象業種（日本産業分類の中分類）
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業・採石業・砂利採取業、総合工事業、職別工事業、
設備工事業、食料品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、
道路旅客運送業、道路貨物運送業、技術サービス業、宿泊業、飲食店、医療業、保健衛生、
社会保険・社会福祉・介護事業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業

 求職者への奨励金
コロナ禍により離職し、違う職種から対象職種へ就職した方を対象に10万円支給
求職者が転居を要した場合は、20万円を上限として、転居費用を実費支給

事業実績について

※令和３年度の事業実績

介護・福祉・医療関係
467人（34％）

建築・建設関係
289人（21％）

自動車運転関係
227人（16％）

その他
405人（29％）


